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○芳賀町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

平成22年12月20日教委告示第19号 

改正 

平成23年８月19日教育委員会告示第11号 

平成24年７月18日教育委員会告示第10号 

平成25年７月17日教育委員会告示第11号 

芳賀町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 芳賀町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金（以下「補助金」という。）の交

付については、芳賀町補助金等交付規則（昭和50年芳賀町規則第５号。以下「規

則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助の目的） 

第２条 この補助金は、家庭の所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減を図ると

ともに、公・私立幼稚園間の保護者負担の是正を図ることを目的とする。 

（補助対象者及び補助金の額） 

第３条 私立幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）が、当該幼稚園に在園する

町内に住所を有する満３歳児、３歳児、４歳児及び５歳児の保護者に対し、入園

料及び保育料（給食経費は除く。以下「保育料等」という。）を減免する場合に、

町は、補助を行うものとする。また、満３歳児とは、満３歳に達した幼児が翌年

の４月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園する園児をいう。 

２ 補助金の額は、文部科学省が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に基づき、

対象区分に応じた補助限度額の範囲内とし、年度の途中で幼稚園に入退園した場

合にも対象とする。ただし、国の補助対象以外の世帯については、年額5,000円以

内を補助限度額とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書（規則の別記様式第１号）

を教育委員会に提出するものとする。その場合、事業計画書（別記様式第１号）

及び保育料等減免措置に関する調書（別記様式第２号）並びに徴収している保育

料等の額を明らかにする書類を併せて提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第５条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をす

るか否かを決定し、設置者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第６条 交付の決定を受けた設置者は、補助金交付請求書（規則の別記様式第６号）

に決定通知書の写しを添えて教育委員会に提出するものとする。 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けた設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は３月30

日までのいずれか早い日までに、実績報告書（規則の別記様式第４号）に収支決
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算書（別記様式第３号）及び減免措置結果一覧表（別記様式第４号）を添付して

教育委員会に提出するものとする。 

（関係書類の保存） 

第８条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにする

証拠書類として保育料等減免確認書（別記様式第５号）、補助事業に係る収入及

び支出の状況を明らかにした帳簿及び関係書類を事業完了後５年間保存しておか

なければならない。 

（補則） 

第９条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前条の書類

の提出を求めることができる。 

２ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

制定文（抄） 

平成22年度分の補助金から適用する。 

前 文（抄）（平成23年８月19日教委告示第11号） 

平成23年度の補助金から適用する。 

前 文（抄）（平成24年７月18日教委告示第10号） 

平成24年度の補助金から適用する。 

前 文（抄）（平成25年７月17日教委告示第10号） 

平成25年度の補助金から適用する。 
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別記様式第１号（第４条関係） 
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別記様式第２号（第４条関係） 
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別記様式第３号（第７条関係） 
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別記様式第４号（第７条関係） 

 

別記様式第５号（第８条関係） 

 

 


